
釧路市委託業務等業者選定事務処理要領 

 

（目的） 

第１条 本市が発注する測量・設計・調査業務等（以下「委託業務」という。）の請負契約を締結す

る場合の一般競争及び指名競争入札（以下「入札」という。）に参加しようとする者に必要な資格

（以下「入札参加資格」という。）及び当該資格の審査並びに入札に参加する者の選定等に関する

事務の取扱いについては、法令等に定めがあるもののほか、この要領に定めるところによるものと

する。 

 

（入札参加資格） 

第２条 釧路市契約規則（平成１７年釧路市規則第８３号。以下「規則」という。）第２条第３項及

び第１５条第２項に規定する入札参加資格とは、次の各号によるものとする。 

（1）入札参加資格の審査（以下「資格審査」という。）に係る基準日として都度市長が別に定める日

（以下「審査基準日」という。）において、前 1 年以上申請業種の事業を営みかつ事業高がある者

であること。 

（2）釧路市から課税されている全税目について、未納がないこと。 

 (3) 消費税及び地方消費税について、未納がないこと。 

 (4) 審査基準日において、釧路市に住民登録がある職員で、市が定める人数がいる法人事業所は、

釧路市から課税されている市道民税の特別徴収について実施していること。 

(5) 規則第２条第１項、第２項及び第１５条第１項の規定に該当しないこと。 

(6) 釧路市暴力団排除条例（平成２４年条例第３３号）第２条に規定する暴力団、暴力団員又は暴

力団関係事業者（以下「暴力団等」という。）に該当しない者であること。 

 

（業務種別） 

第３条 釧路市が発注する委託業務の種別は、次の各号に掲げるものとする。 

（1）設計（土木設計・造園設計・建築設計・設備設計・補償コンサルタント・その他設計） 

（2）測量 

（3）調査（地質調査・その他調査） 

 

（入札参加資格の審査） 

第４条 資格審査は、２年に１度（以下「基準年」という。）行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、都度資格審査を行うことができ

る。 

 

（資格審査申請） 

第５条 資格審査を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、釧路市工事関係入札参加資格

審査申請書（以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

（1）釧路市工事関係入札参加資格審査申請 確認票 

（2）釧路市入札参加者登録入力票（設計業務等） 

（3）設計業務等実績調査票 

（4）第８条第２項各号に規定する登録等を証明できる書類 



(5) 財務諸表 

（6）商業登記簿謄本又は身分証明書 

（7）釧路市税完納証明書 

（8）厚生年金保険の加入を証明できる書類  

（9）消費税納税証明書 

(10) 市道民税特別徴収税額の決定通知書（釧路市発行） 

(11) 誓約書（暴力団等に該当しない旨） 

(12) その他市長が必要と認めた書類  

 

（申請書等の提出時期） 

第６条 前条に規定する申請書等の提出時期は、審査基準日の属する年度で市長が別に定める期間と

する。 

 

（申請書等の提出方法） 

第７条 申請書等の提出方法は、郵送によるものとする。ただし、市長が特に認めたときは、持参、

その他の方法によることができるものとする。 

 

（資格審査） 

第８条 市長は、申請者が審査基準日において直前１事業年度内に申請業種の実績があるかについて

審査を行うものとする。 

2 申請者は前項の規定に定めるほか、業種区分に応じて次の各号に掲げる登録を行い、かつ審査基

準日において１年以上その業種を営んでいなければならない。 

（1）測  量 測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条に規定する測量業者の登録をしてい

る者であること。 

（2）調  査 

調査種類 登録又は申請業種の実績 

地  質  調  査 地質調査業者登録規程（昭和５２年建設省告示第７１８号）により、

国土交通省に登録している者であること。 

そ の 他 調 査 登録不要。 

（3）設  計 

設計種類 登録又は申請業種の実績 

土  木  設  計 

造  園  設  計 

建設コンサルタント登録規規程（昭和５２年建設省告示第７１７

号）第２条に規定する登録簿に登録を受けている者であること。 

建  築  設  計 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条に規定する建築士

事務所の登録をしている者であること。 

補償コンサルタント 補償コンサルタント登録規程（昭和５９年建設省告示第１３４１

号）第２条に規定する登録簿に登録を受けている者であること。 

設  備  設  計 

そ の 他 設 計 

登録不要。 

2 申請者は、前２項の規定に定めるほか次の資格を有している者がいなければならない。 

業種区分 有 資 格 者 



測 量 測量法による測量士及び測量士補の登録を受けている者。 

地  質  調  査 技術士法（昭和５８年法律第２５号）による第２次試験のうち技

術部門を建設部門（選択科目を土質及び基礎とするものに限る。）、

応用理学部門（選択科目を地質とするものに限る。）又は総合技術

監理部門（選択科目を建設－土質及び基礎または応用理学－地質と

するものに限る。）とするものに合格し、同法による登録を受けて

いる者及び社団法人全国地質調査業協会連合会の行う地質調査技

士資格検定試験に合格し、登録を受けている者。 

土  木  設  計 

造  園  設  計 

設  備  設  計 

そ の 他 設 計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建  築  設  計 

設  備  設  計 

 技術士法による第２次試験のうち技術部門を機械部門（選択科目

を機械設計、材料力学、機械力学・制御、動力エネルギー、熱工学、

流体工学、交通・物流機械及び建設機械、ロボット又は情報・精密

機器とするものに限る。）、電気電子部門、建設部門、上下水道部門

（選択科目を上水道及び工業用水道又は下水道とするものに限

る。）、衛生工学部門（選択科目を廃棄物管理とするものに限る。）、

農業部門（選択科目を農業土木とするものに限る。）、森林部門（選

択科目を森林土木とするものに限る。）、水産部門（選択科目を水産

土木とするものに限る。）、応用理学部門（選択科目を地質とするも

のに限る。）、総合技術監理部門（選択科目を機械－機械設計、機械

－材料力学、機械－機械力学・制御、機械－動力エネルギー、機械

－熱工学、機械－交通・物流機械及び建設機械、機械－ロボット又

は情報・精密機器のいずれかとするもの、電気電子－発送配変電、

電気電子－電気応用、電気電子－電子応用、電気電子－情報通信又

は電気電子－電気設備のいずれかとするもの、建設－土質及び基

礎、建設－鋼構造及びコンクリート、建設－都市及び地方計画、建

設－河川、建設－砂防及び海岸・海洋、建設－港湾及び空港、建設

－電力土木、建設－道路、建設－鉄道、建設－トンネル、建設－施

工計画、建設－施工設備及び積算又は建設－建設環境のいずれかと

するもの、上下水道－上水道及び工業用水道又は上下水道－下水道

のいずれかとするもの、衛生工学－廃棄物管理とするもの、農業－

農業土木とするもの、森林－森林土木とするもの、水産－水産土木

とするもの又は応用理学－地質とするものに限る。）に合格し、同

法による登録を受けている者、建設業法（昭和２４年法律第１００

号。以下「業法」という。）による技術検定のうち検定種目を 1 級

の土木施工管理とするものに合格した者、計量法（平成４年法律第

５１号）による計量士（環境計量士（濃度関係、騒音・振動関係）

に限る。）の登録を受けている者、電気事業法（昭和３９年法律第

１７０号）による第１種電気主任技術者免状の交付を受けている

者、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）による第１種伝送

交換主任技術者資格者証の交付を受けている者及び同法による線

路主任技術者資格者証の交付を受けている者並びに社団法人建設

コンサルタント協会の行うＲＣＣＭ資格試験に合格し、登録を受け

ている者。 



 

 

 

補償コンサルタント 

 

 建築士法による１級建築士又は２級建築士の免許を受けた者、建

築士法に基づく建築設備資格者を定める告示（昭和６０年建設省告

示第１５２６号）による建築設備資格者の登録を受けている者及び

社団法人日本建築積算協会の行う建築積算士試験に合格し、登録を

受けている者。 

 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号）に

よる不動産鑑定士の登録を受けている者、土地家屋調査士法（昭和

２５年法律第２２８号）による土地家屋調査士の登録を受けている

者、司法書士法（昭和２５年法律第１９７号）による司法書士の登

録を受けている者、社団法人日本補償コンサルタント協会の付与す

る補償業務管理士の資格を有し、登録を受けている者。 

 

（入札参加資格者等の認定） 

第９条 申請者の入札参加資格の認定は、釧路市建設協議会規程第２条第２項の規定により設置する

資格審査部会において審議の上、決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により審議され、第２条各号に掲げる入札参加資格全てを有していると認め

た場合は、入札参加資格を有する者（以下「認定者」という。）として認定するものとする。 

３ 市長は、認定者に資格決定通知書を送付するものとする。また、入札参加資格がないと決定した

者に対しては、その理由を付した書面をもって通知するものとする。 

 

（入札参加資格の有効期間） 

第１０条 認定者の入札参加資格の有効期間は、審査基準日の属する年度の翌年度４月１日から２年

間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第４条第２項の規定により市長が都度資格審査を行った場合における

入札参加資格の有効期間は、２年を超えない範囲で市長が別に定める期間とする。 

 

（変更等の届出） 

第１１条 認定者は、前条の有効期間内に次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やか     

に、その旨を市長に届出なければならない。 

（1）商号又は名称（受任者含む。） 

（2）所在地（受任者含む。） 

（3）電話番号又はファクシミリ番号 

（4）代表者（受任者含む。）の職氏名 

（5）代金等振込先指定口座 

（6）実印又は使用印鑑 

(7) 会社の合併、分割及び譲渡等 

（入札参加資格の取消し等） 

第１２条 市長は、認定者が規則第２条第１項又は第２項に該当することとなったとき又は不正の手

段により入札参加資格の認定を受けたと認められるときは、第９条第１項に規定する資格審査部会

の審議を経て当該認定を取り消すことができる。 

 

（指名基準） 

第１３条 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準（以下「指名基準」という。）は、次の



各号に定めるところによるものとする。 

（1）不誠実な行為の有無 

（2）審査基準日以降における経営状況 

（3）手持業務の状況 

（4）当該業務における技術的適正 

（5）審査基準日以降における安全管理の状況 

（6）審査基準日以降における労働福祉の状況 

 

（指名する者の選定手続き） 

第１４条 釧路市事務専決規程別表第２総務部契約管理課の表第２第２項に規定する指名業者の選

定手続きは、次の各号に定めるところによるものとする。 

（1）発注予定金額が５００万円以上の場合 

 

 

 

 

 ＊ 指名部会とは、釧路市建設協議会規程第 2条第 2項の規定により設置する部会をいう。 

（2）発注予定金額が５００万円未満の場合 

 

 

 

 

 ＊ 選考調書とは、契約管理課で指名業者素案を作成し、工事起工課と合議する書類をいう。 

 

（共同請負） 

第１５条 設計を委託する場合において、市長が必要と認めたときは規則第３２条に規定する共同請

負を準用する。このときの業者選定等については、釧路市建設工事共同企業体の運用基準を準用す

る。 

 

附  則 

（施行期日） 

この要領は、平成１７年１０月１１日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成２０年１２月１０日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成２５年 １月 １日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

 

指名部会案件 

(工事起工課) 

指名業者素案 

（契約管理課） 

指名業者選定 

（指名部会） 

指名業者決定 

（市長決裁） 

起工決定書 

(工事起工課) 

選考調書 

（契約管理課） 

(工事起工課) 

 

 

指名業者選定 


